
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　断面略コ字状の断熱壁から成る本体と、この本体側面にシール材を介して取り付けられ
た側板とから構成されたオープンショーケースにおいて、
　前記本体の天壁両側に取り付けられた取付板と、前記側板の上縁を縁取ると共に、前記
取付板にネジ止めされる側板上トリム

には前記取付板に係合する係合部を形成したことを
特徴とするオープンショーケース。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、断面略コ字状の断熱壁から成る本体と、この本体側面にシール材を介して取
り付けられた側板とから成るオープンショーケースに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来よりこの種オープンショーケースは、例えばスーパーマーケットなどの店舗内に複
数台据え付けられており、本体を構成する断面略コ字状の断熱壁と、据え付け現場におい
てこの断熱壁の両側面に取り付けられる側板とから構成されている。
【０００３】
　以下、図９乃至図１１を参照して係る従来のオープンショーケース１００の構造を説明
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と、前記側板の前縁を縁取る側板前トリムとを備え
、前記側板上トリム及び側板前トリム



する。図９は従来のオープンショーケース１００の側部上側の縦断正面図、図１０はオー
プンショーケース１００の側部上側の正面図、図１１はオープンショーケース１００の開
口上縁部の縦断側面図である。ここに示したオープンショーケース１００は断面略コ字状
の断熱壁２と、この断熱壁２の両側に取り付けられ、ガラスＧから成る側板１０４とから
構成されている。断熱壁２の内側には間隔を存して、断面略コ字状の仕切板４が取り付け
られ、この仕切板４と断熱壁２間をダクト６としている。そして、この仕切板４の内側に
囲繞された空間を貯蔵室８としている。
【０００４】
　断熱壁２の前面開口９の上縁にはハニカム材１１が設けられた吐出口１２が形成されて
おり、この吐出口１２は、ダクト６に連通している。そして、開口９の下縁には図示しな
い吸込口が形成されている。
【０００５】
　一方、断熱壁２の天壁２Ｂ前端両側には天板取付板１０１が取り付けられている。前記
ハニカム材１１は仕切板４の前端に取り付けた後保持板３２と、天壁２Ｂの前端前側に取
り付けられた前保持板３３とによって吐出口１２に保持されている。
【０００６】
　断熱壁２の天壁２Ｂの前端上面からはエキスタートップ４２が庇状に前方に延在して取
り付けられており、このエキスタートップ４２の前端から前記前保持板３３の下端間には
、反射板３４が設けられている。この反射板３４は、例えば白色塗装された鋼板であり、
上端から斜め後方に傾斜しながら降下した後、垂直に降下した形状を呈している。
【０００７】
　そして、この反射板３４の上部傾斜壁の前面には図示しないグロースタータが取り付け
られていると共に、反射板の垂直壁の前面にはクリップ３７を介して照明としての蛍光灯
３８が左右に渡って取り付け保持されている。また、この蛍光灯３８及び前記グロースタ
ータの前方に位置してアクリル乳白半透明板から成る透孔性のシェード３９が取り付けら
れている。このシェード３９は上端を前記エキスタートップ４２の前端と反射板３４の上
端間に挿入保持されると共に、下端はシェード押さえ具４０に取り付けられ、反射板３４
との間に前記蛍光灯３８を収納するための下方に開放した凹所を形成している。
【０００８】
　一方、側板１０４は前記ガラスＧと、このガラスＧの上縁を縁取る側板上トリム１０２
と、ガラスＧの前縁を縁取る側板前トリム１０６と、ガラスＧの後縁を縁取る図示しない
側板後トリムと、ガラスＧをショーケース１本体に固定するための図示しない側板露受け
具などにより構成されている。
【０００９】
　側板上トリム１０２は、図９に示す如く例えば下方に開放する断面略コ字状に成形した
本体１０２Ａと、ショーケース１本体に取り付ける際に、天板取付板１０１上面に延在す
る取付辺１０２Ｂとにより構成されている。
【００１０】
　取付辺１０２Ｂは、本体１０２Ａの前端から所定間隔を存して後方に形成されていると
共に、ショーケース１本体に取り付けた際に、本体１０２Ａの内側下端部からショーケー
ス１内方に向けて平行に延在しているものである。また、取付辺１０２Ｂの中央には透孔
１０５が穿設されている。
【００１１】
　他方、前記天板取付板１０１は、ショーケース１の前端に取り付けるためのショーケー
ス１の内方に向けて開放している断面略コ字状に形成された鋼板製部材であり、上面には
断熱壁２に取り付けるための図示しない取付部と、前記側板上トリム１０２の透孔１０５
に合致するネジ孔が形成されている。
【００１２】
　以上の構成により、本実施例におけるショーケース１への側板１０４の取り付け手順を
説明する。先ずはじめに、断熱壁２の天壁２Ｂの両側端には、前記天板取付板１０１が固
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定される。次に、断熱壁２の下方の両側端に前記側板受け金具が取付固定されると共に、
この側板受け金具に前記側板露受け具が固定される。
【００１３】
　ガラスＧは前記側板後トリムが取り付けられた後、前記側板露受け具に取り付けられ固
定される。この際において、断熱壁２の側面は、ガラスＧとの当接面にシール材５５を介
して取り付けられる。
【００１４】
　そして、ガラスＧの前縁に前記側板前トリム１０６をガラスＧの前方から挿入する。次
に、ガラスＧの上方から前記側板上トリム１０２を挿入する。この際に、側板上トリム１
０２に形成された取付辺１０２Ｂは、前記天板取付板１０１の上面に当接し、取付辺１０
２Ｂに形成された透孔１０５と前記ネジ孔は合致し、その状態で上方からネジ１０３にて
固定される。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、係る従来の側板１０４取付構造では、側板１０４と断熱壁２の側面の間
に挿入されたシール材５５が弾性力を有するため、組立中にショーケース１００の両側外
方に向かう力が生じ、この側板１０４と断熱壁２の側面間に図１０に示す如き隙間１０７
が生じる問題があった。
【００１６】
　また、シール材５５の弾性力により、側板１０４の断熱壁２に対する位置関係が垂直に
ならず、図１１に示す如く側板前トリム１０６よりもシェード３９やシェード押さえ具４
０が前方に突出してしまい、その角部などに人体が接触した際には負傷する危険性があっ
た。
【００１７】
　更に、前記隙間及びシェード押さえ具４０の突出により外観が悪化するなどの問題もあ
った。
【００１８】
　本発明は係る従来の技術的課題を解決するために成されたものであり、シール材を介し
て取り付けられた側板の位置決めを容易に行うことができると共に、外観の向上なども図
ることができるオープンショーケースを提供するものである。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
　 断面略コ字状の断熱壁から成る本体と、この本体側
面にシール材を介して取り付けられた側板とから構成されたものであって、本体の天壁両
側に取り付けられた取付板と、側板の上縁を縁取ると共に、取付板にネジ止めされる側板
上トリムと
には取付板に係合する係合部を形成したものである。
【００２０】
　 断面略コ字状の断熱壁から成る本体と、この
本体側面にシール材を介して取り付けられた側板とから構成されたオープンショーケース
において、本体の天壁両側に取り付けられた取付板と、側板の上縁を縁取ると共に、取付
板にネジ止めされる側板上トリムとを備え、この側板上トリムには取付板に係合する係合
部を形成したので、側板を本体に取り付ける際、この係合部によって本体に対する位置決
めを簡単に行うことができるようになる。これにより、組立作業性が改善される。
【００２１】
　また、シール材の弾性力により、側板が外方に開かれることを係合部と取付板との係合
によって阻止することができるようになり、本体と側板の間に生じる隙間を解消して外観
の向上を図ることが可能となるものである。
【００２２】
　 取付板に係合す
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本発明のオープンショーケースは、

、側板の前縁を縁取る側板前トリムとを備え、側板上トリム及び側板前トリム

本発明のオープンショーケースによれば、

更に、側板の前縁を縁取る側板前トリムを備え、この側板前トリムにも



る係合部を形成したので、 側板を本体に取り付ける際、この係合部によっ
て本体に対する側板の位置決めが成され、側板と本体の前縁がずれることによる外観と安
全性の悪化を確実に回避することができるようになる。
【００２３】
　また、同様にシール材の弾性力により、側板が外方に開かれることを

阻止することができるようになり、本体と側板の間に生
じる隙間を 解消して外観の更なる向上を図ることが可能となるものである。
【００２４】
【発明の実施の形態】
　次に、図面に基づき本発明の実施形態を詳述する。図１は本発明のオープンショーケー
ス１の斜視図、図２はオープンショーケース１の正面図、図３はオープンショーケース１
の縦断側面図、図４は図３の円Ｃ部分の拡大図、図５はオープンショーケース１と側板３
の分解平面図、図６はオープンショーケース１の分解斜視図、図７は同円Ｃ部分の分解斜
視図、図８は図５のＢ－Ｂ線断面図である。尚、各図において図９乃至図１１と同一符号
を同一のものとする。
【００２５】
　実施例のオープンショーケース１は本体を構成する断面略コ字状の断熱壁２と、この断
熱壁２の両側に取り付けられたガラスＧから成る側板３とから構成されている。本体とな
る断熱壁２の内側には間隔を存して仕切板４が取り付けられ、この仕切板４と断熱壁２間
にダクト６を区画形成している。
【００２６】
　仕切板４の下端前方には底板７が断熱壁２の底壁２Ａとの間にダクト用の間隔を存して
取り付けられており、これら仕切板４及び底板７の内側に貯蔵室８を区画形成している。
この底壁２Ａの上面にはドレン受け部Ｄが構成されており、このドレン受け部Ｄは図示し
ない排水ホースで後述する機械室２３に連通されている。断熱壁２の前面開口９の上縁に
はハニカム材１１が設けられた吐出口１２が形成されており、この吐出口１２はダクト６
に連通している。そして、開口９の下縁には吸込口１３が形成されている。
【００２７】
　一方、底板７下方には断熱壁２の底壁２Ａ上にファンケース１４が設置されており、こ
のファンケース１４には送風機１６が取り付けられている。また、仕切板４後方のダクト
６内には冷却装置の冷却器１７が縦設されており、送風機１６が運転されると冷却器１７
と熱交換した冷気はダクト６内を上昇せられ、吐出口１２より吸込口１３に向かって吐出
される。そして、吸込口１３から吸い込まれた冷気は再び送風機１６によって加速される
。これによって、開口９には冷気エアカーテンが形成され、この冷気エアカーテンの一部
が貯蔵室８内に循環されて貯蔵室８は冷却される。
【００２８】
　貯蔵室８内には上下に複数段の棚１８・・が架設され、各棚１８の下面前部には図示し
ない蛍光灯が取り付けられている。更に、断熱壁２の底壁２Ａ下方には機械室２３が形成
されており、この機械室２３内には前記冷却装置を構成する圧縮機２５や凝縮器２４、凝
縮器用送風機２６設置されている。この凝縮器用送風機２６が運転されると、外気が機械
室２３内に導入され、凝縮器２４及び圧縮機２５が空冷される。
【００２９】
　他方、断熱壁２の天壁２Ｂ前端両側には後に詳述する天板取付板３１が取り付けられて
いる。前記ハニカム材１１は仕切板４の前端に取り付けられた後保持板３２と、天壁２Ｂ
の前端前側に取り付けられた前保持板３３とによって吐出口１２に保持されている。
【００３０】
　断熱壁２の天壁２Ｂの前端上面からはエキスタートップ４２が庇状に前方に延在してお
り、このエキスタートップ４２の前端から前記前保持板３３の下端間には、反射板３４が
設けられている。この反射板３４は、例えば白色塗装された鋼板で、上端から斜め後方に
傾斜しながら降下した後、垂直に降下した形状を呈している。
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これによっても

側板前トリムの係
合部と取付板との係合によっても

一層効果的に



【００３１】
　そして、この反射板３４の上部傾斜壁の前面には図示しないグロースタータが取り付け
られると共に、反射板３４の垂直壁の前面にはクリップ３７を介して照明灯としての蛍光
灯３８が左右に渡って取り付け保持されている。また、この蛍光灯３８及び前記グロース
タータの前方に位置してアクリル乳白半透明板から成る透孔性のシェード３９が取り付け
られている。このシェード３９は上端を前記エキスタートップ４２の前端と反射板３４の
上端間に挿入保持させると共に、下端をシェード押さえ具４０に取付保持され、反射板３
４との間に前記蛍光灯３８を収納するための下方に開放した凹所を形成している。
【００３２】
　一方、断熱壁２の背面の両端には、断面略コ字状に曲折させると共に、オープンショー
ケース１に取り付けた際の内方に向けて端部を直角に曲折させることにより形成された後
支柱６０、６０が取り付けられている。そして、この後支柱６０、６０の開放側には鋼板
製の背面カバー５９が取り付けられている。
【００３３】
　次に、図５乃至図８を参照して本実施例におけるオープンショーケース１の側板３の取
付構造について説明する。側板３は透視可能な前記ガラスＧと、ガラスＧの上縁を縁取る
側板上トリム４４と、ガラスＧの前縁を縁取る側板前トリム４５と、ガラスＧの後縁を縁
取る側板後トリム４６と、ガラスＧをオープンショーケース１本体に固定するための側板
露受け具４８及びその固定具４７により構成されている。
【００３４】
　側板上トリム４４は、図５、図７及び図８に示す如く例えば鋼板や塩化ビニルなどの硬
質合成樹脂を下方に開放する断面略コ字状に成形した本体４４Ａと、オープンショーケー
ス１本体に取り付ける際に、開口９側に位置する本体４４Ａの前方に延在する係合辺４４
Ｂと、本体４４Ａの中央に形成された取付部４４Ｃにより構成されている。この本体４４
Ａの前端及び後端にはそれぞれ前面又は後面が形成されている。
【００３５】
　係合辺４４Ｂは、本体４４Ａの前端から所定間隔を存して後方に形成されていると共に
、断熱壁２に取り付けた際に、内側に相当する下端部からオープンショーケース１内方に
向けて平行に延在しているものである。そして、この係合辺４４Ｂの本体４４Ａと反対側
の側端部は、下方に向けて垂直に曲折された係合部４４Ｄが形成されている。また、係合
辺４４Ｂの中央には透孔４９が穿設されている。
【００３６】
　取付部４４Ｃは、本体４４Ａの中央部から、断熱壁２に取り付けた際に、内側に相当す
る下端部から天壁２Ｂ上側に向けて平行に延在しているものである。そして、この取付部
４４Ｃには取付孔５０・・が複数穿設されている。
【００３７】
　一方、前記天板取付板３１は、オープンショーケース１の前端に取り付けるために内方
に向けて開放をしている断面略コ字状に形成された鋼板製部材であり、その上面には、断
熱壁２に取り付けるための取付孔３５が形成された取付部３６と、前記側板上トリム４４
の透孔４９と重合させて断熱壁２に取り付けるためのネジ孔２７が穿設された被係合部２
８により構成されている。このとき、被係合部２８の上面の幅は、前記側板上トリム４４
の係合辺４４Ｂの幅よりも少許短いものとする。また、天板取付板３１の前端面上部には
、矩形状の切欠部２９が形成されている。
【００３８】
　他方、側板前トリム４５は、例えば鋼板や塩化ビニルなどの硬質合成樹脂を後方に開放
を有する断面略コ字状に成形したものであり、ガラスＧの上端から下端に渡って相当する
長さに形成されている。そして、側板前トリム４５の下方には断熱壁２に取り付け固定す
るための取付部５６が内方に延在して形成されている。この取付部５６には取付孔５７が
穿設されている。また、側板前トリム４５の上部であって、断熱壁２に取り付けた際に前
記天板取付板３１に形成された切欠部２９に対応する位置には、後端部を係る切欠部２９
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に対応する寸法で切り起こし成形された係合部５８が形成されている。
【００３９】
　前記側板後トリム４６は、例えば鋼板や塩化ビニルなどの硬質合成樹脂を前方に開放す
る断面略コ字状に成形したものであり、ガラスＧの上端から下端に渡って相当する長さに
形成されている。そして、前記固定具４７は、外方に向かって開放する断面コ字状の鋼板
部材であり、前記上方に開放する断面コ字状の側板露受け具４８を固定するものである。
【００４０】
　以上の構成により、本実施例におけるオープンショーケース１の断熱壁２への側板３の
取付手順を説明する。先ずはじめに、断熱壁２の天壁２Ｂの両側端には、前記天板取付板
３１が取付部３６をネジ５２にて固定される。次いで、断熱壁２の下方の両側端に前記固
定具４７が取付固定される。この固定具４７の外方から開口を上面とした側板露受け具４
８が固定される。
【００４１】
　ガラスＧの後縁に前記側板後トリム４６が挿入され、更に、係るガラスＧは、前記断熱
壁２に取り付けられた側板露受け具４８の上方から挿入され固定される。この際において
、断熱壁２の側面とガラスＧとの当接面にはシール材５５が介設される。
【００４２】
　そして、ガラスＧの前縁に前記側板前トリム４５をガラスＧの前方から挿入する。この
とき、側板前トリム４５の上部に形成された係合部５８を前記天板取付板３１の前端に形
成された切欠部２９に係合させる。
【００４３】
　この係合部５８によって断熱壁２に対する側板３の位置決めが容易に成され、側板３と
断熱壁２の前縁がずれることによる外観と安全性の悪化を確実に回避することができる。
【００４４】
　次に、ガラスＧの上方から前記側板上トリム４４を挿入する。この際に、側板上トリム
４４に形成された係合辺４４Ｂは、前記天板取付板３１の被係合部２８上面に当接して取
り付けられると共に、この係合辺４４Ｂに形成された係合部４４Ｄが被係合部２８の側端
部（側板３とは反対側）に係合して取り付けられる。また、係合辺４４Ｂに形成された透
孔４９と被係合部２８に形成されたネジ孔２７は重合され、上方からネジ５１にて固定さ
れる。
【００４５】
　これにより、側板３を断熱壁２に取り付ける際、この係合辺４４Ｂの係合部４４Ｄと天
板取付板３１の被係合部２８との係合によって断熱壁２に対する位置決めを簡単に行うこ
とができるため、組立作業性が改善される。
【００４６】
　また、シール材５５の弾性力により、側板３が外方に開かれることを係合部４４Ｄと被
係合部２８との係合によって阻止することができるようになり、断熱壁２と側板３の間に
生じる隙間を解消して外観の向上を図ることができる。
【００４７】
　尚、側板上トリム４４の取付部４４Ｃは、断熱壁２に取り付ける際に、天板取付板３１
の取付部３６と重合しないように形成されているため、取付部４４Ｃは、取付部３６の後
方にて、天壁２Ｂ上面に取り付けられる。この際に、取付部４４Ｃには取付孔５０が形成
されているため、この取付孔５０に上方から図示しないネジを取り付けることにより、側
板上トリム４４が断熱壁２に固定される。
【００４８】
【発明の効果】
　以上詳述した如く 断面略コ字状の断熱壁から成る本体と、この本体側
面にシール材を介して取り付けられた側板とから構成されたオープンショーケースにおい
て、本体の天壁両側に取り付けられた取付板と、側板の上縁を縁取ると共に、取付板にネ
ジ止めされる側板上トリムとを備え、この側板上トリムには取付板に係合する係合部を形
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本発明によれば、



成したので、側板を本体に取り付ける際、この係合部によって本体に対する位置決めを簡
単に行うことができるようになる。これにより、組立作業性が改善される。
【００４９】
　また、シール材の弾性力により、側板が外方に開かれることを係合部と取付板との係合
によって阻止することができるようになり、本体と側板の間に生じる隙間を解消して外観
の向上を図ることが可能となるものである。
【００５０】
　 取付板に係合す
る係合部を形成したので、 側板を本体に取り付ける際、この係合部によっ
て本体に対する側板の位置決めが成され、側板と本体の前縁がずれることによる外観と安
全性の悪化を確実に回避することができるようになる。
【００５１】
　また、同様にシール材の弾性力により、側板が外方に開かれることを

阻止することができるようになり、本体と側板の間に生
じる隙間を 解消して外観の更なる向上を図ることが可能となるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施例のオープンショーケースの斜視図である。
【図２】　オープンショーケースの正面図である。
【図３】　オープンショーケースの縦断側面図である。
【図４】　図３の円Ｃ部分の拡大図である。
【図５】　オープンショーケースと側板の分解平面図である。
【図６】　オープンショーケースの分解斜視図である。
【図７】　同円Ｃ部分の分解斜視図である。
【図８】　図５のＢ－Ｂ線断面図である。
【図９】　従来のオープンショーケースの側部上側の縦断正面図である。
【図１０】　従来のオープンショーケースの側部上側の正面図である。
【図１１】　従来のオープンショーケースの開口上縁部の縦断側面図である。
【符号の説明】
　１　オープンショーケース
　２　断熱壁（本体）
　２Ｂ　天壁
　３　側板
　２８　被係合部
　２９　切欠部
　３１　天板取付板
　３９　シェード
　４０　シェード押さえ具
　４２　エキスタートップ
　４４　側板上トリム
　４４Ａ　本体
　４４Ｂ　係合辺
　４４Ｃ　取付部
　４４Ｄ　係合部
　４５　側板前トリム
　４６　側板後トリム
　５５　シール部材
　５８　係合部
　Ｇ　ガラス
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更に、側板の前縁を縁取る側板前トリムを備え、この側板前トリムにも
これによっても

側板前トリムの係
合部と取付板との係合によっても

一層効果的に



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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